
<SEA/IMP>

延滞税額合計

事後審査審査終了日輸入許可日

-

- - -
- -
- -
-
-

輸入承認証

- - -

貿易形態別符号

- -

戻税申告 内容点検結果

保税地域

通関士コード代 理 人

輸出の委託者

住 所
     -仕 出 人
     -輸入取引者

納税額合計
担保額

住 所

-

     -輸 入 者

-

申告予定年月日

口座

申告条件

納付方法

申告番号申告年月日部門

たばこ登録

あて先税関

構成 枚

記事(税関)

記事(通関) 利用者整理番号

区分

記事(荷主) 社内整理番号

代表税番

本

欄

1 / 2

[ ]

申告種別

[ ]

[ ]

仕入書番号
仕入書(電子）
仕入書価格
運賃
保険
通関金額
評価
補正

ＢＰＲ合計
原産地証明

記号番号
調査用符号
一括申告

貨物重量
貨物個数

コンテナ本数

(5)
(4)
(3)
(2)

輸入承認証番号等(1)
動検
植防
食品
共通管理番号

貿易管理令 [ ]

入港年月日

積載船機名
積 出 地
船 卸 港

(2)
(3)
(4)
(5)

Ｂ／Ｌ番号(1)

税科目 税額合計 欄数

[ ]

[ ] [
-

]
[

[ ]
]

[
[ ]

-

電 話

関税法70条関係許可承認

-
-
-

計算

-

［税関通知欄］

（注）この申告に基づく処分について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に
税関長に対して再調査の請求又は財務大臣に対して審査請求をすることができます。

（注）この申告による課税標準又は納付すべき税額に誤りがあることがわかったときは、修正申告又は更正の請求をするこ
とができます。なお、輸入の許可後、税関長の調査により、この申告による税額等を更正することがあります。

[ ]
本申告

納期限延長 都道府県 ＢＰ申請事由 石油承認
]

-通貨レート

[ ]

最初蔵入年月日

別紙様式M-506号（別紙７－１）



価格再確認

条項

条項

条項

条項

減免税

減免税

減免税

減免税

税率

税率

税率

税率

課税標準数量

課税標準数量

課税標準数量

課税標準額

課税標準数量

課税標準額

課税標準額

課税標準額

条項

条項

減免税額

減免税額

減免税

減免税

税額

税額

税率

税率

課税標準数量

課税標準数量

課税標準額

課税標準額

関税率 特恵

数量（２）

輸入令別表

税表番号

関税額

数量（１）品名

ＢＰＲ金額

 .  -品目番号

原産地
欠減控除数量

欄＞統合先欄01

-

＜

減免税 法

別表
令

[

]

]

ＢＰＲ按分係数

税額
減免税額

税額

税額

減免税額

減免税額

税額

減免税額

種別

減免税額

内国消費税等(2)

種別

種別

内国消費税等(5)

内国消費税等(3)

種別内国消費税等(6)

種別内国消費税等(1)

種別内国消費税等(4)

課税標準数量申告価格（ＣＩＦ）

蔵置種別 運賃按分[ [] ]
-

-

[

－

－

－

－

－

－

申告種別 区分 あて先税関 部門 申告年月日 申告番号代表税番
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[ ]

別紙様式M-506号



搬入予定

<AIR/IMP>

延滞税額合計

事後審査審査終了日輸入許可日

-

- - -
- -
- -
-
-

輸入承認証

- - -

貿易形態別符号

- -

戻税申告 内容点検結果

保税地域

通関士コード代 理 人

輸出の委託者

住 所
     -仕 出 人
     -輸入取引者

納税額合計
担保額

住 所

-

     -輸 入 者

-

申告予定年月日

口座

申告条件

納付方法

申告番号申告年月日部門

たばこ登録

あて先税関

構成 枚

記事(税関)

記事(通関) 利用者整理番号

区分

記事(荷主) 社内整理番号

代表税番

欄

1 / 2

[ ]

申告種別

[ ]

仕入書番号
仕入書(電子）
仕入書価格
運賃
保険
通関金額
評価
補正

ＢＰＲ合計
原産地証明

調査用符号

貨物重量
貨物個数

(5)
(4)
(3)
(2)

輸入承認証番号等(1)
動検
植防
食品
共通管理番号

貿易管理令 [ ]

入港年月日
積
積 出 地
取 卸 港

ＭＡＷＢ番号
ＡＷＢ番号

税科目 税額合計 欄数

[ ]

[ ] [
-

]
[

[ ]
]

[
[ ]

-

電 話

 -
 -

関税法70条関係許可承認

-
-
-

計算

-

［税関通知欄］

（注）この申告による課税標準又は納付すべき税額に誤りがあることがわかったときは、修正申告又は更正の請求をするこ
とができます。なお、輸入の許可後、税関長の調査により、この申告による税額等を更正することがあります。

[ ]
本申告

納期限延長 都道府県 ＢＰ申請事由 石油承認
]

-通貨レート

[ ]

最初蔵入年月日

個

載 機 名

（注）この申告に基づく処分について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に
税関長に対して再調査の請求又は財務大臣に対して審査請求をすることができます。

別紙様式M-507号（別紙７－２）



価格再確認

条項

条項

条項

条項

減免税

減免税

減免税

減免税

税率

税率

税率

税率

課税標準数量

課税標準数量

課税標準数量

課税標準額

課税標準数量

課税標準額

課税標準額

課税標準額

条項

条項

減免税額

減免税額

減免税

減免税

税額

税額

税率

税率

課税標準数量

課税標準数量

課税標準額

課税標準額

関税率 特恵

数量（２）

輸入令別表

税表番号

関税額

数量（１）品名

ＢＰＲ金額

 .  -品目番号

原産地
欠減控除数量

欄＞統合先欄01

-

＜

減免税 法

別表
令

[

]

]

ＢＰＲ按分係数

税額
減免税額

税額

税額

減免税額

減免税額

税額

減免税額

種別

減免税額

内国消費税等(2)

種別

種別

内国消費税等(5)

内国消費税等(3)

種別内国消費税等(6)

種別内国消費税等(1)

種別内国消費税等(4)

課税標準数量申告価格（ＣＩＦ）

運賃按分 [ ]
-

-

[

－

－

－

－

－

－

申告種別 区分 あて先税関 部門 申告年月日 申告番号代表税番
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[ ]

別紙様式M-507号



その他付記事項

理由

請求事項

通関士コード代 理 人

 -輸入取引者

電 話

住 所
 -納 税 者

通知番号通知年月日

更正をしないことの通知書

[税関通知欄]

日付関税更正請求書（更正請求番号 ）により請求のあった次の請求事項については、
下記の理由により、更正できないので、通知します。

記

不服申立て等について

【不服申立てについて】
１ この処分について不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して３月以内にこの処分を行った税関

長に対して再調査の請求又は財務大臣（内国消費税（地方消費税を含みます。以下同じです。）に係る処分につい
ては、国税不服審判所長）に対して審査請求をすることができます。

２ 再調査の請求についての決定があった場合において、当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、当該再
調査の請求をした方は、決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して１月以内に財務大臣（内国消費税に係
る処分については、国税不服審判所長）に対して審査請求をすることができます。

３ 再調査の請求をした場合は、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることはでき
ませんが、次のいずれかに該当する場合には、この決定を経ずに審査請求をすることができます。

(1) 再調査の請求をした日の翌日から起算して３月を経過しても決定がないとき。
(2) その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。

【取消しの訴えについて】
１ 審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服があるときは、当該審査請求

をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。
２ 取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）となります。
３ 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月を経過したとき又は当該裁決の日の翌日から

起算して１年を経過したときは、提起することができません。
４ 取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当する

ときは、審査請求に対する裁決を経ずに提起することができます。
(1) 審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がないとき。
(2) 内国消費税に係る更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に当該更

正決定等に係る内国消費税の課税標準又は税額等についてされた他の更正決定等の取消しを求めようとする
とき。

(3) 処分、処分の執行又は手続の続行（内国消費税に係る処分については、審査請求についての裁決を経るこ
と）により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

(4) その他審査請求についての裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

別紙様式M-551号（別紙７－３）



その他付記事項

理由

請求事項

通関士コード代 理 人

 -輸入取引者

電 話

住 所
 -納 税 者

通知番号通知年月日

更正をしないことの通知書控

[税関通知欄]

日付関税更正請求書（更正請求番号 ）により請求のあった次の請求事項については、
下記の理由により、更正できないので、通知します。

記

不服申立て等について

【不服申立てについて】
１ この処分について不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して３月以内にこの処分を行った税関

長に対して再調査の請求又は財務大臣（内国消費税（地方消費税を含みます。以下同じです。）に係る処分につい
ては、国税不服審判所長）に対して審査請求をすることができます。

２ 再調査の請求についての決定があった場合において、当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、当該再
調査の請求をした方は、決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して１月以内に財務大臣（内国消費税に係
る処分については、国税不服審判所長）に対して審査請求をすることができます。

３ 再調査の請求をした場合は、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることはでき
ませんが、次のいずれかに該当する場合には、この決定を経ずに審査請求をすることができます。

(1) 再調査の請求をした日の翌日から起算して３月を経過しても決定がないとき。
(2) その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。

【取消しの訴えについて】
１ 審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服があるときは、当該審査請求

をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下「取消訴訟」といいます。）を提起することができます。
２ 取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）となります。
３ 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月を経過したとき又は当該裁決の日の翌日から

起算して１年を経過したときは、提起することができません。
４ 取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当する

ときは、審査請求に対する裁決を経ずに提起することができます。
(1) 審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がないとき。
(2) 内国消費税に係る更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に当該更

正決定等に係る内国消費税の課税標準又は税額等についてされた他の更正決定等の取消しを求めようとする
とき。

(3) 処分、処分の執行又は手続の続行（内国消費税に係る処分については、審査請求についての裁決を経るこ
と）により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

(4) その他審査請求についての裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

別紙様式M-552号（別紙７－４）



インボイス通貨

輸入令別表

輸入令別表

（荷主）

調査用符号

輸入承認証等

貿易形態別符号

記号番号
貨物重量

貨物個数

評価

蔵置場所

-

住 所
 -輸 入 者

納付方法

電 話

申告条件

使用原料（原料課税）＜01欄＞   .  -
品名

原産地 -

数量１
数量２

申告価格（ＣＩＦ）

関税率

税表番号

関税減免税額

法

別表

令関税額

減免税

品目番号

-

入港年月日

船卸港

積載船（機）

使用原料（原料課税）＜02欄＞

関税率

関税減免税額

申告価格（ＣＩＦ）

関税額

数量２

数量１

-
税表番号

法
原産地

令

別表

  .  -
品名

減免税

品目番号

-

作業終了日

通関士コード

積出地

保税作業終了届

移入等承認日

代 理 人

］

移入等承認番号

（１）

（３）

（５）

（２）

原産地証明

（４）

税科目 税額合計

（通関）

欄数

欄構成

都道府県

担保額

口座

石油石炭承認

］

記事（税関）

利用者整理番号 社内整理番号

枚

］］］

［

［税関通知欄］

KL

とができます。なお、輸入許可後、税関長の調査により、この申告による税額等を更正することがあります。

税関長に対して再調査の請求又は財務大臣に対して審査請求をすることができます。

審査終了日輸入許可日

（注）この申告による課税標準又は納付すべき税額に誤りがあることがわかったときは、修正申告又は更正の請求をするこ

[

[ [ [納期限延長

石油・石炭税課税標準

納税額合計

たばこ登録

申告番号

1 / 2<   /IMP>

会計検査申告種別大額／少額 あて先税関 申告年月日部門

（注）この申告に基づく処分について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に

移出輸入許可通知書

別紙様式M-553号（別紙７－５）



02

条項

条項

条項

条項

条項

減免税コード

減免税コード

減免税コード

減免税コード

減免税コード

減免税額

減免税額

減免税額

減免税額

減免税額

税額

税額

税額

税額

税額

税率

税率

税率

税率

税率

課税標準数量

課税標準数量

課税標準数量

課税標準数量

課税標準数量

課税標準額

課税標準額

課税標準額

課税標準額

課税標準額

種別

種別

種別

種別

条項

種別

内国消費税等（６）

内国消費税等（５）

内国消費税等（４）

減免税コード

内国消費税等（３）

減免税額
内国消費税等（２）

税額

欠減控除数量

税率

申告価格

課税標準数量

数量

課税標準額

製品名

種別内国消費税等（１）－

－

－

－

－

－

製品＜ 欄＞

01

条項

条項

条項

条項

条項

減免税コード

減免税コード

減免税コード

減免税コード

減免税コード

減免税額

減免税額

減免税額

減免税額

減免税額

税額

税額

税額

税額

税額

税率

税率

税率

税率

税率

課税標準数量

課税標準数量

課税標準数量

課税標準数量

課税標準数量

課税標準額

課税標準額

課税標準額

課税標準額

課税標準額

種別

種別

種別

種別

条項

種別

内国消費税等（６）

内国消費税等（５）

内国消費税等（４）

減免税コード

内国消費税等（３）

減免税額
内国消費税等（２）

税額

欠減控除数量

税率

申告価格

課税標準数量

数量

課税標準額

製品名

種別内国消費税等（１）－

－

－

－

－

－

製品＜ 欄＞

申告番号
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01

条項

条項

条項

減免税コード

減免税コード

減免税コード

課税標準数量

課税標準数量

課税標準数量

種別

種別

種別
申告価格 欠減控除数量

数量製品名
製品＜ 欄＞

－

－

－
減免税額

減免税額

減免税額

税額

税額

税額

税率

税率

税率

課税標準額

課税標準額

課税標準額

内国消費税等（３）

内国消費税等（２）

内国消費税等（１）

インボイス通貨

輸入令別表

（荷主）

調査用符号

輸入承認証等

貿易形態別符号

記号番号
貨物重量

貨物個数

評価

蔵置場所

-

住 所
     -輸 入 者

納期限延長 納付方法

電 話

石油・石炭税課税標準

申告条件

使用原料（原料課税）＜01欄＞   .  -
品名

原産地 -

数量１

数量２

申告価格（ＣＩＦ）

関税率

税表番号

関税減免税額

法

別表

令関税額
減免税

品目番号

-

入港年月日

船卸港

積載船（機）

作業終了日

通関士コード

積出地

保税作業終了届

移入等承認日

代 理 人

］

移入等承認番号

（１）

（３）

（５）

（２）

原産地証明

（４）

税科目 税額合計

（通関）

欄数

欄

納税額合計

構成

都道府県

担保額

たばこ登録

口座

石油石炭承認

］

記事（税関）

利用者整理番号 社内整理番号

枚

］］ ］

［

［税関通知欄］

KL

[ [ [

とができます。なお、輸入許可後、税関長の調査により、この申告による税額等を更正することがあります。

（注）この申告に基づく処分について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に

税関長に対して再調査の請求又は財務大臣に対して審査請求をすることができます。

審査終了日輸入許可日

（注）この申告による課税標準又は納付すべき税額に誤りがあることがわかったときは、修正申告又は更正の請求をするこ

[

申告番号
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条項

条項

減免税コード

減免税コード

課税標準数量

課税標準数量

種別

条項

種別

減免税コード

欠減控除数量申告価格

課税標準数量

数量製品名

種別－

－

－

製品＜

減免税額

減免税額

税額

税額

税率

税率

課税標準額

課税標準額

内国消費税等（３）

減免税額
内国消費税等（２）

税額
税率
課税標準額
内国消費税等（１）

04欄＞

条項

条項

減免税コード

減免税コード

課税標準数量

課税標準数量

種別

条項

種別

減免税コード

欠減控除数量申告価格

課税標準数量

数量製品名

種別－

－

－

製品＜

減免税額

減免税額

税額

税額

税率

税率

課税標準額

課税標準額

内国消費税等（３）

減免税額
内国消費税等（２）

税額
税率
課税標準額
内国消費税等（１）

03欄＞

条項

条項

減免税コード

減免税コード

課税標準数量

課税標準数量

種別

条項

種別

減免税コード

欠減控除数量申告価格

課税標準数量

数量製品名

種別－

－

－

製品＜

減免税額

減免税額

税額

税額

税率

税率

課税標準額

課税標準額

内国消費税等（３）

減免税額
内国消費税等（２）

税額
税率
課税標準額
内国消費税等（１）

02欄＞
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